
 

平成 26年 3月 20日 

 

株式会社 山陰合同銀行 

 

円建てクロスボーダーローン（海外現地法人向け直接融資）の取扱について 

 

山陰合同銀行(頭取 久保田 一朗)では、日本国内の営業店から取引先のタイ現地法人

に対し円建てクロスボーダーローン（海外現地法人向け直接融資）を行いましたので、お

知らせいたします。海外現地法人向けのクロスボーダーローンの取組みは、当行では初め

てです。 

近年、取引先の海外進出が活発化し、現地での資金調達ニーズも高まっております。 

当行では、平成 25年 10月にタイ・バンコクに中国（大連・上海）に次ぐ 3番目の海外 

駐在員事務所を設けるなど、海外進出支援体制の強化を図っておりますが、今後は海外現

地法人の資金調達サポートを一層充実してまいります。 

 

記 

 

１．本件クロスボーダーローンの概要 

項 目 内 容 

対象企業 SANWA KEIDEN（THAILAND）CO., LTD.（タイ現地法人） 

所在地 75/97 Moo11 Phaholyothin Road,Tambol Klongnueng,Amphur 

Klongluang,Pathumthani ,Thailand 12120 

実行日 平成 26 年 3 月 20 日（木） 

金額 40 百万円（日本円） 

期間 5 年 

資金使途 フォークリフトメンテナンス部品の仕入資金等 

取引店 倉敷支店 

 

 

 

 

 



２．対象企業 SANWA KEIDEN（THAILAND）CO., LTD.について 

このたび直接融資を行いました SANWA KEIDEN（THAILAND）CO., LTD.は、電

気設備工事業を営む三和テクノ株式会社（岡山県倉敷市：代表取締役 吉村宗伸）の

タイの関連会社です。 

タイでは日系企業に対し、主にフォークリフトのレンタル、メンテナンス、販売を

行っています。今後は、電気設備事業、機械設備据付工事等へとサービスを拡大し更

なる業容の拡大を見込んでいます。 

 

３．クロスボーダーローンの特徴について 

＜一般的なタイ向けクロスボーダーローンのスキーム図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜クロスボーダーローンとは＞ 

クロスボーダーローンとは、海外現地法人に対し、山陰合同銀行の国内営業店から直接

ご融資する方法です。海外現地法人の資金調達方法としては、親会社が国内金融機関か

ら資金調達し子会社の海外現地法人に貸付ける親子ローンが主流ですが、海外現地法人

が直接資金調達できる等のメリットからクロスボーダーローンのニーズが高まっていま

す。 

＜クロスボーダーローン利用のメリット＞ 

 ・海外現地法人が直接資金調達することが可能となります。 

・親会社には連帯保証人として参加いただきますが、親会社の借入金負担が発生する親

子ローンと異なり、親会社の単体バランスシートのスリム化を図ることができます。  

 ・親子ローンにおける子会社への転貸事務が軽減できます。 

＜クロスボーダーローンの取扱通貨について＞ 

  当行では、取引先の資金ニーズに合わせ、円建てのほか、他通貨でのクロスボーダーロ

ーンも取扱いたしますので、ご相談ください。 

                                      以上 

                         

 

（日本側） 

 

親会社 

 

山陰合同銀行 

（国内営業店） 

 

（タイ側） 

 

現地法人 

ご融資 

ご返済 

保証契約 


